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令和 ４ 年 ２ 月 24 日（木曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 １２ 　号）

　　　　規　　　則
○石川県技能労務職員の給与に関する規則及び会計年度

　任用職員として任用される技能労務職員の給与に関す

　る規則の一部を改正する規則 （人　事　課）　１

○石川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関

　する条例の一部改正に伴う関係規則の整備に関する規

　則 （デジタル推進課）　２

○行政手続における特定の個人を識別するための番号の

　利用等に関する条例施行規則及び石川県住民基本台帳

　法施行条例に基づく知事保存本人確認情報の提供の方

　法等を定める規則の一部を改正する規則

 （　　同　　）　２

　
石 川 県 技 能 労 務 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 則 及 び 会 計 年 度 任 用 職 員 と し て 任 用 さ れ る 技 能 労 務 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 則

の 一部を改正する規則をここに公布する。

　 　
令 和四年二月二十四日

石 川県知事

　 　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

石 川県規則第二号

　 　　

 石 川県技能労務職員の給与に関する規則及び会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与に

　 　　
関 する規則の一部を改正する規則

（ 石川県技能労務職員の給与に関する規則の一部改正）

第  一 条

　
石 川 県 技 能 労 務 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 則 （昭 和 三 十 五 年 石 川 県 規 則 第 五 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
　 　
附 則に次の一項を加える。

　
６  

　
令 和 四 年 六 月 に 支 給 す る 期 末 手 当 の 額 の 算 定 に つ い て は 、一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す

る 条例（令和四年石川県条例第一号）附則第二項の規定の例による。

（ 会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与に関する規則の一部改正）

第  二 条

　
会 計 年 度 任 用 職 員 と し て 任 用 さ れ る 技 能 労 務 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 則 （令 和 二 年 石 川 県 規 則 第 十 四 号 ） の 一

部 を次のように改正する。

　

 

　
第 六 条 中 「第 二 号 技 能 労 務 会 計 年 度 任 用 職 員 」 を 「前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、第 二 号 技 能 労 務 会 計 年 度 任 用 職

員 」に改め、同条ただし書を削り、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

　

 

　

 

　
第 二 号 技 能 労 務 会 計 年 度 任 用 職 員 に 対 し て 支 給 す る 期 末 手 当 の 額 及 び 支 給 方 法 に つ い て は 、条 例 第 五 条 第 四 項

の 規 定 に よ り 法 第 二 十 二 条 の 二 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 職 員 （技 能 労 務 職 員 を 除 く 。） に 対 し て 支 給 す る 期 末 手 当

の 例による。

　 　　
附

　
則

（ 施行期日）

１

　
こ の規則は、公布の日から施行する。

（ 令和四年六月に技能労務会計年度任用職員に対して支給する期末手当に関する特例措置）

２  

　
令 和 四 年 六 月 に 会 計 年 度 任 用 職 員 と し て 任 用 さ れ る 技 能 労 務 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 則 （以 下 こ の 項 に お い て 「技

能 労 務 会 計 年 度 任 用 職 員 規 則 」 と い う 。） 第 三 条 に 規 定 す る 第 一 号 技 能 労 務 会 計 年 度 任 用 職 員 及 び 技 能 労 務 会 計 年

度 任 用 職 員 規 則 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 第 二 号 技 能 労 務 会 計 年 度 任 用 職 員 に 対 し て 支 給 す る 期 末 手 当 の 額 の 算 定 に

つ い て は 、技 能 労 務 会 計 年 度 任 用 職 員 規 則 第 四 条 第 三 項 及 び 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 技 能 労 務 会 計 年 度 任 用 職

員 規 則 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （令 和 四 年 石

目　　　　　　　　　　　次
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川 県条例第一号）附則第二項の規定の例による。

　
石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 関 係 規 則 の 整 備 に 関 す る 規 則 を こ

こ に公布する。

　 　
令 和四年二月二十四日

石 川県知事

　 　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

石 川県規則第三号

　 　　
石 川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正に伴う関係規則の整備に関す

　 　　
る 規則

（ 知事が所管する手続等に係る石川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正）

第  一 条

　
知 事 が 所 管 す る 手 続 等 に 係 る 石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （平 成

十 六年石川県規則第五十六号）の一部を次のように改正する。

　 　
第 十条を第十一条とし、第五条から第九条までを一条ずつ繰り下げ、第四条の次に次の一条を加える。

　
（ 情報通信技術による手数料の納付）

　
第  五 条

　
情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 三 条 第 五 項 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信 技 術 を

利 用する方法は、前条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

（ 石川県財務規則の一部改正）

第 二条

　
石 川県財務規則（昭和三十八年石川県規則第六十七号）の一部を次のように改正する。

　 　
第 四十二条に次の一号を加える。

　 　
八  

　
手 数 料 等 （情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 （平 成 十 四 年 法 律 第 百 五 十 一 号 ） 第 六 条 第 一

項 及 び 石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 （平 成 十 六 年 石 川 県 条 例 第 三 十 二 号 ） 第

三 条第一項の規定により申請等を行うものに限る。）

　 　
第 五十条中「現金を直接領収した」を「領収した」に改める。

　 　　
附

　
則

　
こ の規則は、令和四年四月一日から施行する。

　
行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 及 び 石 川 県 住 民 基 本 台 帳 法 施 行

条 例に基づく知事保存本人確認情報の提供の方法等を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　 　
令 和四年二月二十四日

石 川県知事

　 　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

石 川県規則第四号

　 　　

 行 政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則及び石川県住民基本

　 　　
台 帳法施行条例に基づく知事保存本人確認情報の提供の方法等を定める規則の一部を改正する規則

（ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則の一部改正）

第  一 条

　
行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （平 成 二 十 七 年 石 川 県 規

則 第三十八号）の一部を次のように改正する。

　 　
第 二条に次の一項を加える。

　
５

　
条 例別表第一の五の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

　 　
一

　
生 活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務

　 　
二  

　
生 活 保 護 法 第 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 保 護 の 開 始 若 し く は 同 条 第 九 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 保 護 の

変 更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

　 　
三  

　
生 活 保 護 法 第 二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 職 権 に よ る 保 護 の 開 始 又 は 同 条 第 二 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う

職 権による保護の変更に関する事務

　 　
四

　
生 活保護法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務

　 　
五

　
生 活保護法第二十九条第一項の規定に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務

　 　
六  

　
生 活 保 護 法 第 五 十 五 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 就 労 自 立 給 付 金 の 支 給 の 申 請 の 受 理 、そ の 申 請 に 係 る

事 実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

　 　
七  

　
生 活 保 護 法 第 五 十 五 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 進 学 準 備 給 付 金 の 支 給 の 申 請 の 受 理 、そ の 申 請 に 係 る
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事 実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

　 　
八

　
生 活保護法第五十五条の八第一項の規定に準じて行う被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

　 　
九

　
生 活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務

　 　
十  

　
生 活 保 護 法 第 七 十 七 条 第 一 項 又 は 第 七 十 八 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 に 準 じ て 行 う 徴 収 金 の 徴 収 （同 法

第 七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。） に関する事務

　 　
第 三条第一項第一号イ中「（ 昭和二十五年法律第百四十四号）」 を削り、同条に次の一項を加える。

　
３  

　
条 例 別 表 第 二 の 三 の 項 の 規 則 で 定 め る 事 務 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 事 務 と し 、同 項 の 規 則 で 定 め る 情 報 は 、当 該

各 号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

　 　
一  

　
前 条 第 五 項 第 一 号 、第 三 号 、第 四 号 、第 九 号 及 び 第 十 号 に 掲 げ る 事 務

　
外 国 人 で あ っ て 生 活 保 護 法 第 六 条 第

二 項 の 要 保 護 者 又 は 同 条 第 一 項 の 被 保 護 者 で あ っ た 者 に 準 ず る 者 （以 下 「外 国 人 要 保 護 者 等 」 と い う 。） に 係

る 次に掲げる情報

　 　　
イ  

　
児 童 福 祉 法 第 十 九 条 の 二 第 一 項 の 小 児 慢 性 特 定 疾 病 医 療 費 、同 法 第 二 十 条 第 一 項 の 療 育 の 給 付 又 は 同 法 第

二 十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報

　 　　
ロ  

　
母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法 （昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百 二 十 九 号 ） 第 十 三 条 第 一 項 、第 三 十 一 条 の 六 第 一

項 若 し く は 第 三 十 二 条 第 一 項 若 し く は 附 則 第 三 条 若 し く は 第 六 条 の 資 金 の 貸 付 け 又 は 同 法 第 三 十 一 条 （同 法

第 三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。） の給付金の支給に関する情報

　 　　
ハ  

　
障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （平 成 十 七 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 六 条 の

自 立支援給付の支給に関する情報

　 　　
ニ  

　
難 病 の 患 者 に 対 す る 医 療 等 に 関 す る 法 律 （平 成 二 十 六 年 法 律 第 五 十 号 ） 第 五 条 第 一 項 の 特 定 医 療 費 の 支 給

に 関する情報

　 　　
ホ  

　
生 活 保 護 実 施 関 係 情 報 又 は 生 活 保 護 法 第 五 十 五 条 の 四 第 一 項 の 就 労 自 立 給 付 金 若 し く は 同 法 第 五 十 五 条 の

五 第一項の進学準備給付金の支給に関する情報

　 　　
へ

　
児 童扶養手当法（昭和三十六年法律第二百三十八号）第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報

　 　　
ト  

　
特 別 児 童 扶 養 手 当 等 の 支 給 に 関 す る 法 律 （昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百 三 十 四 号 ） 第 三 条 第 一 項 の 特 別 児 童 扶 養

手 当、同法第十七条の障害児福祉手当又は同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給に関する情報

　 　　
チ  

　
国 民 年 金 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （昭 和 六 十 年 法 律 第 三 十 四 号 ） 附 則 第 九 十 七 条 第 一 項 の 福 祉 手 当 の 支

給 に関する情報

　 　　
リ

　
中 国残留邦人等支援給付実施関係情報

　 　
二  

　
生 活 保 護 法 第 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 保 護 の 開 始 又 は 同 条 第 九 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 保 護 の 変 更

の 申請に係る事実についての審査に関する事務

　
外 国人要保護者等に係る前号イからリまでに掲げる情報

　 　
第 四条に次の一項を加える。

　
３  

　
条 例 別 表 第 三 の 三 の 項 の 規 則 で 定 め る 事 務 は 、前 条 第 三 項 各 号 に 掲 げ る 事 務 と し 、同 表 の 三 の 項 の 規 則 で 定 め

る 情報は、外国人要保護者等に係る次に掲げる情報とする。

　 　
一  

　
特 別 支 援 学 校 へ の 就 学 奨 励 に 関 す る 法 律 （昭 和 二 十 九 年 法 律 第 百 四 十 四 号 ） 第 二 条 の 経 費 の 支 弁 に 関 す る 情

報

　 　
二

　
学 校保健安全法（昭和三十三年法律第五十六号）第二十四条の援助の実施に関する情報

（ 石川県住民基本台帳法施行条例に基づく知事保存本人確認情報の提供の方法等を定める規則の一部改正）

第  二 条

　
石 川 県 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 条 例 に 基 づ く 知 事 保 存 本 人 確 認 情 報 の 提 供 の 方 法 等 を 定 め る 規 則 （平 成 二 十 年 石

川 県規則第七号）の一部を次のように改正する。

　 　
第 三条に次の一項を加える。

　
1
7

　
条 例別表第一第十七号の規則で定める事務は、次のとおりとする。

　 　
一

　
生 活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施

　 　
二  

　
生 活 保 護 法 第 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 保 護 の 開 始 若 し く は 同 条 第 九 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 保 護 の

変 更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

　 　
三  

　
生 活 保 護 法 第 二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 職 権 に よ る 保 護 の 開 始 又 は 同 条 第 二 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う

職 権による保護の変更

　 　
四

　
生 活保護法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止

　 　
五

　
生 活保護法第二十九条第一項の規定に準じて行う資料の提供等の求め
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六  

　
生 活 保 護 法 第 五 十 五 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 就 労 自 立 給 付 金 の 支 給 の 申 請 の 受 理 、そ の 申 請 に 係 る

事 実についての審査又はその申請に対する応答

　 　
七  
　
生 活 保 護 法 第 五 十 五 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 進 学 準 備 給 付 金 の 支 給 の 申 請 の 受 理 、そ の 申 請 に 係 る

事 実についての審査又はその申請に対する応答

　 　
八

　
生 活保護法第五十五条の八第一項の規定に準じて行う被保護者健康管理支援事業の実施

　 　
九

　
生 活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還

　 　
十  

　
生 活 保 護 法 第 七 十 七 条 第 一 項 又 は 第 七 十 八 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 に 準 じ て 行 う 徴 収 金 の 徴 収 （同 法

第 七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。）

　 　　
附

　
則

　
こ の規則は、令和四年四月一日から施行する。


